
 

 

令和４年度 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和４年１０月４日（火） 

鹿沼市立北押原中学校同窓会 
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 総 会 順 序  
 

１ 開会 
 

２ 同窓会長あいさつ 
 

３ 学校長あいさつ 
 

４ 議事 

 （１）令和３年度事業報告 

 

   （２）令和３年度会計報告[一般会計] 

 

（３）令和４年度役員 

 

（４）令和４年度事業計画 

 

（５）令和４年度予算 

 

（６）その他 
 

 

５ 閉会 
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４ 議事 

（１）令和３年度事業報告 

月 日 主な活動内容 備 考 

４． ９（金） 

９． １（水） 

３． ９（水） 

３．１０（木） 

通  年 

 

○入学式への出席 

○同窓会役員会（総会） 

○同窓会入会式への出席 

○卒業式への出席 

★北押原中学校ＨＰ「同窓会」 

から、活動状況を適宜発信 

感染症防止のため来賓出席中止 

感染症防止のため書面開催 

感染症防止のため出席中止 

感染症防止のため来賓出席中止 

 

（２）令和３年度決算報告 
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（３）令和４年度役員 

 

 

（４）令和４年度事業計画 

月 日 主な活動内容 備 考 

４． ９（金） 

１０． ４（月） 

 ３．１０（金） 

 ３．１３（月） 

通  年 

 

○入学式への出席 

○同窓会役員会（総会） 

○同窓会入会式への出席 

○卒業式への出席 

★北押原中学校ＨＰ「同窓会」 

から、活動状況を適宜発信 

感染症防止のため出席中止 

北押原中 校長室 で開催 

会長・副会長 出席予定 

会長 出席予定 

 

 

会 長 関口 忠雄 留任 村井町 

副会長 小森 基伊 留任 塩山町 

副会長 田谷 裕 新任 上殿町 

会 計 臼井 功 留任 樅山町 

会 計 増山 幸子 留任 樅山町 

監 事 森野 静雄 留任 塩山町 

監 事 仲田 順一 留任 樅山町 

顧 問 仲田 一夫 留任 上奈良部町 



- 5 - 
 

（５）令和４年度予算 

◎収入の部 

科 目 金 額 

前年度繰越金 １，０２６，３１１円

同窓会入会金（1000 円×104 名） １０４，０００円

合 計 １，１３０，３１１円

 

◎支出の部 

科 目 金 額 

通信費等 ５，０００円

雑 費 ０円

合 計 ５，０００円

 

◎次年度繰越金                  １，１２５，３１１円 

 

（６）その他 
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北押原中学校同窓会会則 

 

第１条  本会は北押原中学校同窓会と称し、事務局を北押原中学校内に置く。 

第２条   本会は、母校を中心としてながく会員の親睦をはかり、相互に連絡し、かつ、知識を交換

すると共に母校への援助を行うことを目的とする。 

第３条  本会は前条の目的を達成するために次の事業を行うことができる。 

          （１）研修会、講演会等の開催 

          （２）母校への援助 

          （３）その他目的に沿うと思われる事業 

第４条    本会は次の会員で組織する。 

          （１）正会員  北押原中学校卒業生 

          （２）賛助会員 北押原中学校職員 

第５条  １．本会に次の役員を置く。 

          （１）会 長   １名 

          （２）副会長      ２名 

          （３）理 事      若干名 

          （４）支部長      若干名 

          （５）会 計      ２名 

          （６）監 事      ２名 

        ２． 理事及び会計は、正会員及び賛助会員の中から、支部長及び監事は、正会員の中か

ら 総会において選出する。 

         ３． 会長及び副会長は、正会員である理事の中から役員会において互選する。 

４． 役員の任期は２年とする。ただし再任することができる。  

第６条   本会に顧問を置くことができる。顧問は、前会長及び校長を推載するほか、必要に応じ会
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長が委嘱する。 

第７条  １．本会に村井支部、上殿支部、樅山支部、塩山支部、奈佐原支部、日光奈良部支部、上

奈良部支部、下奈良部支部、みなみ町支部を設け、各支部に支部長を置く。 

２．前項の定めるほか、運営上特に必要があるときは、別に支部を設けることができる。  

３．前項の規定により支部を設け、会則を定め、役員を選出したときは、支部長は本会

にその旨を通知するものとする。  

第８条  １．本会の機関は総会及び役員会とし、役員会は総会を兼ね、必要に応じ会長が     

招集する。 

          ２．役員会は第５条第１項の役員をもって構成し、本会事業の執行にあたる。 

第９条  本会の入会金は、１，０００円とする。 

第 10 条   本会の経費は、入会金、寄付金、その他の収入をもって充てる。 

第 11 条   本会の事業計画の策定、予算及び決算は役員会において決定または承認をする。 

第 12 条  本会の会計年度は、毎年４月始まり翌年３月３１日で終わる。  

第 13 条   本会員死亡のとき、賛助会員は転・退職のとき及びその他会長が必要と認めたときは、慶

弔等の意を表すことができる。 

第 14 条  本会則の変更は、総会の決議を必要とする。 

 

 付 則     本会則は昭和２３年３月２３日から実施する。 

              付記   平成 ４年１２月１８日  一部改正 

                        平成２２年 ６月２５日    一部改正 

                        平成２９年１１月１０日  一部改正 


